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特集 8     救急体制の充実 

 
    

１．救急需要対策の推進について 

 救急自動車による救急出動件数は近年ほぼ一貫し

て増加傾向を続けており、高齢化の進展等により、

今後も増大する見込みである。また、現場到着所要

時間（119 番通報を受けてから救急隊が現場に到着

するまでに要した時間）が延伸傾向にあり、救命率

に影響が生じるおそれがある。 
そのため、消防庁では、これまで、地域の限られ

た救急車を有効に活用し、緊急性の高い症状の傷病

者にできるだけ早く救急車を到着させることに加え、

住民が適切なタイミングで医療機関を受診できるよ

う支援することを目的として「緊急度判定」の検討

を進めてきた。この取組として、電話相談窓口「救

急安心センター事業（♯7119）」の全国展開を推進し

ているところであり、また、住民による緊急度判定

を支援する全国版救急受診アプリ「Ｑ
きゅー

助
すけ

」を作成し

たところである。 

 

（１）救急安心センター事業（♯7119）の推進 

ア 救急安心センター事業（♯7119）の概要 

救急安心センター事業（♯7119）（以下「♯7119」

という。）は、消防と医療が連携し、救急医療相談と

医療機関案内を、共通の短縮ダイヤル（＃7119）で

行う電話相談窓口である。 
♯7119 に寄せられた相談は、医師・看護師・相談

員が対応し、病気やけがの症状を把握して、傷病の

緊急性や救急車要請の要否の助言、受診手段の案内、

医療機関案内等を行っている。 
平成 29年 10 月末現在、全国 10地域（北海道札幌

市周辺、宮城県、埼玉県、東京都、神奈川県横浜市、

大阪府内全市町村、奈良県、兵庫県神戸市、和歌山

県田辺市周辺、福岡県）で事業が実施（人口カバー

率 36％）されている。また、今年度中に新潟県が事

業を開始する予定となっている。 
 
イ 事業の効果 

♯7119 実施団体からの報告によると、消防面にお

いては、①潜在的な重症者の発見及び救護、②軽症

者の搬送割合の減少、③不急の救急出動の抑制とい

った効果があげられている。また、医療面において

は、医療機関の負担軽減などの救急医療体制の円滑

化といった効果があげられている。 

 一方、平成 29年度に内閣府が実施した「救急に関

する世論調査」では、「119 番通報が減り、重症な方

を早く搬送できる。」、「救急のときに専門家の判断を

聞くことができる。」、「いざというときの不安が減り、

安心して生活ができる。」等の理由から、７割以上の

方から♯7119 を推進していくべきとの回答が得ら

れた（特集 8-1 図）。 

 

特集 8-1図 救急安心センター事業（♯7119）推進
への考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 全国的な今後の取組 

消防庁では、「救急安心センター事業（♯7119）の

更なる取組の推進について（通知）」（平成 28年３月

31 日付け消防救第 32 号消防庁救急企画室長通知）

により、都道府県が、管内消防本部の意向を踏まえ

つつ、衛生主管部局及び医療関係者等との合意形成

を図るなど、♯7119 の導入に向け積極的に取り組む

ことを促している。 
平成 28 年度は、救急ニーズの高い都道府県及び

政令市を中心に、消防庁職員を全国に派遣し、個別

訪問による導入の促進を実施した。平成 29 年５月

には、「救急安心センター事業（♯7119）普及促進ア 

積極的に進めるべき

だと思う

54.0%

どちらかというと積極

的に進めるべきだと

思う

22.6%

どちらともいえない
3.8%

わからない

4.4%

どちらかというと慎重

に進めるべきだと思

う

8.5%

慎重に進めるべきだ

と思う

6.8%

総数1,790人

（備考） １ 平成29年度「救急に関する世論調査」（内閣府）より 

     ２ 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。 
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特集 8-2図 救急安心センター事業（♯7119）の普及状況と人口カバー率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドバイザー制度」を創設し、実際に運営に携わって

いる自治体職員、医師及び看護師を、消防庁職員と

ともに各自治体に派遣して、♯7119 導入のノウハウ

などの幅広いアドバイスや事業実施に向けた課題解

決への助言を行う取組を開始した。 

限りある搬送資源を緊急性の高い事案に確実に

投入するためには、救急車の適正利用を積極的に推

進していくことが必要であり、引き続き本事業の全

国展開を推進していく（特集 8-2図）。 

 

（２）全国版救急受診アプリ「Ｑ助」の普及 

全国版救急受診アプリ「Ｑ助」は、病気やけがの

際に、住民自らが行う緊急度判定を支援し、利用で

きる医療機関や受診手段の情報を提供するWeb版・ス

マートフォン版アプリである。 

消防庁は、平成29年５月から提供を開始し、併せ

て、各団体による住民への周知に活用してもらうた

め、消防庁ホームページＱ助サイトに広報用チラシ

及び動画を掲載している。スマートフォン版につい

ては、10月末現在、アプリのダウンロード数は約13

万件となり、５月及び９月には、App StoreとGoogle 

Playの両方で医療部門月間ダウンロード数第１位を

獲得している。 

Ｑ助では、急な病気やけがをしたとき、画面上に

表示される選択肢から、傷病者に該当する症状を選

択していくことで、緊急度に応じた対応が、緊急性

をイメージした色とともに表示される仕組みとなっ

ている。具体的には、赤：「いますぐ救急車を呼びま

しょう」、黄：「できるだけ早めに医療機関を受診し

ましょう」、緑：「緊急ではありませんが医療機関を

受診しましょう」、白：「引き続き、注意して様子を

みてください」のいずれかが表示される（特集8-3図）。 

スマートフォン版は、赤の場合には、そのまま 119

番通報ができる。また、自力で受診する場合の便宜

のため、医療機関の検索（厚生労働省の「医療情報

ネット」にリンク）、受診手段の検索（一般社団法人

全国ハイヤー・タクシー連合会の「全国タクシーガ

イド」にリンク）が行えるようになっている（特集

8-4 図）。 

 消防庁では、引き続き、住民に対して緊急度判定

の概念について、普及コンテンツを用いた啓発を行

うとともに、Ｑ助の普及を進めていく（特集8-5図、

特集8-6図）。 

（参考URL：https://www.fdma.go.jp/neuter/top 

ics/filedList9_6/kyukyu_app.html） 

 

２．応急手当の普及啓発の促進 

現場到着所要時間は、平成28年中の平均では8.5

分となっており、この間にバイスタンダー（救急現 
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特集 8-3図 Ｑ助画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特集 8-4図          特集 8-5図 Ｑ助広報用チラシ  特集 8-6図 Ｑ助広報用動画 

Ｑ助からのリンク（医療機関                        の一場面 
ネット及び全国タクシーガイド） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
場に居合わせた人）による応急手当が適切に実施さ

れることで、大きな救命効果が期待される。このた

め、一般市民の間に応急手当の知識と技術が広く普

及するよう、より一層取り組んでいくことが重要で

ある（特集 8-7 図）。 

 

 

（１）一般市民向け応急手当 WEB講習（e-ラーニン

グ）による普及啓発の促進 

 住民に対する応急手当の普及啓発の促進について

は、平成５年３月に策定された「応急手当の普及啓

発活動の推進に関する実施要綱」に基づき、講習を

実施してきた。平成 23年８月、受講機会の拡大によ

り、応急手当のできるバイスタンダーを一人でも多

 

 

４．結果画面（緊急度判定 赤・黄・緑・白） 

１．緊急度の高い症状の有無  ２．年代選択       ３．症状選択 

を選択   
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く育成するため、消防庁は、一般市民向け応急手当

WEB 講習（e-ラーニング）（以下「e-ラーニング」と

いう。）を開発し、座学と実技を分割した救命講習を

新設している。 
 e-ラーニングでは、パソコン、タブレット、スマ

ートフォン等を利用して、好きな時間に応急手当の

基礎知識を学ぶことができ、最後のテストに合格す

ると「受講証明書」が発行される。短縮講習を行う

消防本部では、救命講習受講の際に、この受講証明

書を持参すると座学講習が免除され、実技のみの短

縮講習を受講すれば救命講習を修了したものと認定

されるなど、受講機会の拡大が図られている。 
 e-ラーニングは、一部の消防本部がホームページ

などで公開していたが、全国で利用できるよう、平

成 29年３月から消防庁ホームページで一括管理し、

全国からアクセスすることが可能となった（特集 8-

8 図）。 
 平成 29 年度は、e-ラーニングの活用状況につい

てアンケート調査によって現状を把握するとともに、

フォローアップ調査において助言を行うことで、

e-ラーニングの活用を推進している。 
 
（２）通信指令員による口頭指導の推進 

通信指令員（以下「指令員」という。）は、119 番

通報を受け、通報内容から必要な情報を聴取し、口

頭指導（救急要請受信時に、消防機関が救急現場付

近にいる者に、電話等により応急手当の協力を要請

し、口頭で応急手当の指導を行うこと）を行うなど

の役割を担っている。 

平成 27年 10 月、日本蘇生協議会（Japan Resusci-

tation Council:JRC）により、JRC蘇生ガイドライ

ン 2015 が示され、その中で、指令員が、通報内容か

ら早期に心停止を認識し、口頭指導を行うことの重

要性が強調された。 

このため、消防庁では、「口頭指導に関する実施基

準の一部改正について（通知）」（平成 28 年４月 25

日付け消防救第 36号消防庁次長通知）により、指令

員による口頭指導の向上のため、地域メディカルコ

ントロール協議会による口頭指導についてのプロト

コルの確認と事後検証を行うよう促している。また、

平成 29年３月には、「通信指令員の救急に係る教育

テキスト」を更新し、消防庁ホームページで公開す

ることで、指令員の救急に係る教育を推進している

ところである（特集 8-9 図）。 

平成 29年度は、通信指令センターに対し、口頭指

導の先進的な取組についてのアンケート及びヒアリ

ングを行い、その有効性について検討した上で、有

効な事例を全国に紹介し口頭指導の促進を図ること

としている。 

 

特集 8-7図 応急手当講習受講者数と心肺停止傷病者への応急手当実施率の推移 
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た数値により集計している。 
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特集 8-8図 一般市民向け応急手当 WEB 講習（e-ラーニング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集 8-9図 通信指令員の救急に係る教育テキスト[追補版] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．訪日外国人への救急対応 

近年の訪日外国人観光客の増加に伴い、救急業務

における、多言語対応がより一層必要となっている。

特に、2020 年には東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会が開催されることから、訪日外国人観光

客がさらに増加することが予想されている。このこ

とから、救急車の利用方法や熱中症の予防・対処法

などの外国人への情報発信をはじめ、実際の救急現

場での、外国人に対する円滑なコミュニケーション

が求められている。 

これらへの対応として、「電話通訳センターを介

した三者間同時通訳による 119番多言語対応」、「救

急ボイストラ」の開発、「外国人向け救急車利用ガイ

ド」の作成を行っており、全国の消防本部での活用

を促進している。今後も訪日外国人が安心して救急

車を利用できる環境になるよう取組を進めていく。 

 

（１）電話通訳センターを介した三者間同時通訳に

よる 119番多言語対応 

消防庁ホームページの 

バナーをクリック 

 

心肺蘇生法（全年齢対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ AED が現場に届けば直ちに使用させる 

※２ 心肺蘇生の「胸骨圧迫」という文言が普及しきれていないため、「心臓マッサージ」を用いても

よい 

※３ 胸骨圧迫部位の指導で「胸の真ん中」で部位が伝わらない場合、「乳頭を結ぶ線の真ん中」、「胸

骨の下半分」などを用いてもよい 

※４ 口頭指導で人工呼吸のやり方は、指導しない 

※５ 効果がみえなくても継続するよう指導する

知らない 

忘れた 

自信がない等 
知っている 

反応(意識)の確認 

肩をやさしくたたきながら、大声で呼びかけて

反応の有無を確認させる 

通報者が極度に焦燥し、冷静さを

失っていること等により対応でき

ない場合は口頭指導を中止する 

「普段どおりの呼吸」の確認 
・「呼吸は普通にしていますか？」 
・「５秒に１回呼吸をしていますか？」 
・「あえぐような呼吸ですか？」 
上記質問などで、普段どおりの呼吸がないこと（＝心停

止）を通信指令員が判断する。 

「胸骨圧迫※２のやり方 
を知っていますか？」 

胸骨圧迫を指導 
「胸骨圧迫のやり方を伝えるので、その通り行ってください」 
「傷病者を仰向けにし、胸の横に位置してください」 
「胸の真ん中※３に手のひらの付け根を当ててください」 
「その上にもう一方の手を重ねて置いてください」 
「両肘をまっすぐに伸ばして真上から約５ｃｍ（小児、乳児は

胸の厚みの約 1/3 沈むように）胸を強く圧迫してください」 
「圧迫のテンポは100～120回／分くらいの速さで連続して行

ってください」 

胸骨圧迫開始の確認 
「直ちに胸骨圧迫を開始してく

ださい」 
人工呼吸のやり方を知っていれ

ば、人工呼吸も併用した心肺蘇

生法を実施してもらう※４ 

協力者がいる場合は１～２分を目安に交代する 
救急隊と交代するまで、または、傷病者に正常な呼吸や目的のある仕草（胸骨圧迫 
している手を払いのけるなど）が認められるまで継続※５ 

AED が近くにあれば、周囲の人に取りに行ってもらう※１ 反応がない 

呼吸なし、あるいは不明確 
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 電話通訳センターを介した三者間同時通訳による

119 番多言語対応は、外国人からの 119 番通報時、

外国人のいる救急現場での活動時等において、迅速

かつ的確に対応するため、電話通訳センターを介し

て、24時間365日主要な言語で対応するものである。 

 消防庁は、「電話通訳センターを介した三者間同時

通訳による多言語対応の推進について（通知）」（平

成 29年１月 25日付け消防消第８号消防庁消防・救

急課長通知）を各消防本部に通知し、都道府県内消

防本部による共同契約、都道府県等が既に契約して

いる電話通訳センターの利用などによる、119 番通

報時等における多言語対応の推進を図っているとこ

ろである。 

平成29年８月現在、732本部中163本部（約22.2％）

が導入済みである。消防庁では、2020 年の東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会までに、訪日外

国人観光客を含む外国人が、日本全国どこから 119

番通報しても、言語の支障なく消防・救急のサービ

スを受けられるよう、全消防本部で導入されること

を目指している（特集 8-10 図）。 

 

特集 8-10 図 三者間同時通訳の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）救急ボイストラ 

 救急ボイストラは、国立研究開発法人情報通信研

究機構（以下「NICT」という。）が開発した多言語音

声翻訳アプリ「VoiceTra(ボイストラ)」をベースに、

消防庁消防研究センターとNICTが、救急隊用に開発

した多言語音声翻訳アプリである。 

救急ボイストラは、通常の音声翻訳機能に加えて、

救急現場で使用頻度が高い会話内容を「定型文」と 

 

特集 8-11 図 救急ボイストラ画面 
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特集8-12図 救急ボイストラ活用風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して登録しており、外国語による音声と画面の文字

による円滑なコミュニケーションを図ることが可能

である。 

また、話した言葉が文字として表記されるため、

聴覚障害者などとのコミュニケーションにも活用で

きる（特集8-11図）。 

対応言語は、英語、中国語（繁・簡）、韓国語、タ

イ語、フランス語、スペイン語、インドネシア語、

ベトナム語、ミャンマー語、ロシア語、マレー語、

ドイツ語、ネパール語、ブラジルポルトガル語とな

っている。 

平成29年４月から各消防本部への提供を開始し、

10月現在、全国732消防本部のうち219消防本部が使

用を開始している（約29.9％）。 

Androidを搭載した通信可能なスマートフォンや

タブレットでの利用が可能であり、iOS版については、

平成29年度中に利用が可能になる予定である。今後

とも、全国の消防本部における積極的な活用を促し

ていく。 

 

（３）救急車利用ガイドの多言語化 

消防庁は、平成28年３月、日本での救急車の利用

方法等を訪日外国人に周知するため、訪日外国人の

ための「救急車利用ガイド（英語版）」を作成し、消

防庁ホームページに掲載した（特集8-13図）。 

救急車利用ガイドには、①救急車の利用方法、119

番通報時に通信指令員に伝えるべきこと、②すぐに

119番通報すべき重大な病気やけが、③熱中症予防や

応急手当のポイント、④救急車を利用する際のポイ

ントなどが掲載されている。  

対応言語は、これまで英語のみであったが、平成

29年３月から中国語（繁・簡）、韓国語、タイ語、フ

ランス語、イタリア語が加わった。それぞれのガイ

ドに日本語を併記しているため、日本人から外国の

方への説明も可能である。 

消防庁は、各都道府県及び各消防本部等での配布

や各団体広報媒体でのリンク掲載等による、住民や

観光客への積極的な周知を、各都道府県及び各消防

本部に依頼しているところであり、今後とも、周知

を図っていくこととしている。 

 

特集8-13図 救急車利用ガイド（英語版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




